
公民分野 学習プリント（５） ＊教科書を読んでワークシートに取り組みましょう！ 

２－２ 法と私たちの生活 
学習目安日 

 5 月１８日 

教科書  P48~49 

この単元の重要用語の解説 

 大日本帝国憲法              日本国憲法 

  明治維新によって近代化をめざす      戦後、GHQ の草案をもとに日本政府が修正し 

明治政府によって発布された憲法      公布した憲法 

  アジアで初の本格的な近代憲法       世界的にもまれな軍隊の不保持を取り入れた憲法 

＜大日本国憲法と日本国憲法を比較してみよう＞＊教科書 P28～29 ＊資料活用の技能 

大日本帝国憲法（1890 年 11 月 29 日施行）  日本国憲法（1947 年 5 月 3 日施行） 

      年    月    日 発布・公布日       年    月    日 

天皇の権威によって定められた 

（       ）憲法 

性格 国民が定めた（       ）憲法 

（       ）で侵してはならない 

存在 

天皇 日本国・日本国民統合の（      ） 

（       ）の範囲内で自由権を 

保障 

国民の権利 永久に侵すことのできない 

（          ）を保障 

天皇が（       ）を指揮・命令 

国民に（       ）の義務 

戦争と軍隊 （        ）放棄 

（      ）不保持 

（        ）の否認 

天皇の（       ）機関 

衆議院・（       ）院の二院制 

国会 （      ）の最高機関 

衆議院・（      ）院の二院制 

（           ）を助ける機関 内閣 行政の（        ）機関 

（      ）の名において裁判 裁判所 （            ）を保障 

＊上の表をまとめて気づいたことを書いてみましょう！＊思考判断・表現 

 

 

＜日本国憲法前文を読んで感じたことを書きましょう＞＊教科書 P218 ＊興味関心・態度 

 ＊前文を読んで日本はどんな国をめざしていると感じましたか？また、感想などを書きましょう。 
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